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木津川市地域公共交通計画の変更について 

 

 

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正により、地域公共交通計画の策定及

び計画における補助系統の位置付けが補助要件化（計画制度と補助制度の連動化）されま

した。 

 昨年度策定した「木津川市地域公共交通計画」においても、補助事業を地域公共交通計

画内に記載し連動化しています。 

 木津川市地域公共交通計画策定時には、コミュニティバスのみ国庫補助を受けていまし

たが、路線バス加茂線についても、地域間幹線系統補助（国庫補助）を活用した、路線維

持を行うため、木津川市地域公共交通計画に位置付けるための計画変更を行うものです。 

 

 

 

 

【変更内容】 

・P26に臨時交付金を活用した旨追記。 

・P70に加茂線の年間利用者の目標値を記載。 

・P71に加茂線の単純収支率の目標値を記載。 

・P72に加茂線の市の財政負担額の目標値を記載。 

・P75に施策の中に路線バス運行に国庫補助を活用する旨記載。 

・P76に加茂線の位置づけ・必要性を記載。 


